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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年1月31日(2013.1.31)

【公開番号】特開2011-222722(P2011-222722A)
【公開日】平成23年11月4日(2011.11.4)
【年通号数】公開・登録公報2011-044
【出願番号】特願2010-89842(P2010-89842)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/338    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/778    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/812    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/80    　　　Ｈ
   Ｈ０１Ｌ  21/205   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年12月11日(2012.12.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン基板と、
　前記シリコン基板の上に初期層を介して形成された歪み抑制層と、
　前記歪み抑制層の上に形成された動作層とを備え、
　前記歪み抑制層は、
　第１の窒化物半導体からなる第１のスペーサ層と、
　前記第１のスペーサ層の上に接して形成され、前記第１の窒化物半導体よりも格子定数
が小さい第２の窒化物半導体からなる第２のスペーサ層と、
　前記第２のスペーサ層の上に接して形成され、第３の窒化物半導体からなる第１の層及
び前記第３の窒化物半導体よりも格子定数が小さい第４の窒化物半導体からなる第２の層
が交互に積層された超格子層とを有し、
　前記超格子層は、平均の格子定数が前記第１のスペーサ層の格子定数よりも小さく且つ
前記第２のスペーサ層の格子定数よりも大きいことを特徴とする窒化物半導体素子。
【請求項２】
　前記初期層と前記第１のスペーサ層との間に設けられた中間層をさらに備えていること
を特徴とする請求項１に記載の窒化物半導体素子。
【請求項３】
　前記第１のスペーサ層のＡｌ組成は、前記第２のスペーサ層及び前記中間層のＡｌ組成
よりも小さいことを特徴とする請求項２に記載の窒化物半導体素子。
【請求項４】
　前記第１のスペーサ層は、ＧａＮからなることを特徴とする請求項１～３のいずれか１
項に記載の窒化物半導体素子。
【請求項５】
　前記第１のスペーサ層は、膜厚が４０ｎｍ以上且つ５００ｎｍ以下であることを特徴と
する請求項１～３のいずれか１項に記載の窒化物半導体素子。
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【請求項６】
　前記第２のスペーサ層は、ＡｌＮからなることを特徴とする請求項１～３のいずれか１
項に記載の窒化物半導体素子。
【請求項７】
　前記第２のスペーサ層は、膜厚が５ｎｍ以上且つ３０ｎｍ以下であることを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の窒化物半導体素子。
【請求項８】
　前記第１の層は、ＡｌxＧａ1-xＮからなり、
　前記第２の層は、ＡｌyＧａ1-yＮ（ｘ＜ｙ≦１）からなることを特徴とする請求項１～
３のいずれか１項に記載の窒化物半導体素子。
【請求項９】
　前記第１の層は、格子定数が前記第１のスペーサ層よりも小さいことを特徴とする請求
項８に記載の窒化物半導体素子。
【請求項１０】
　前記超格子層の最下層は、前記第１の層であることを特徴とする請求項８に記載の窒化
物半導体素子。
【請求項１１】
　前記第１の層は、膜厚が前記第１のスペーサ層よりも薄いことを特徴とする請求項８に
記載の窒化物半導体素子。
【請求項１２】
　前記第２の層は、膜厚が前記第２のスペーサ層よりも薄いことを特徴とする請求項８に
記載の窒化物半導体素子。
【請求項１３】
　前記第１の層の膜厚は、２０ｎｍ以上、３０ｎｍ以下であり、
　前記第２の層の膜厚は、３ｎｍ以上、６ｎｍ以下であることを特徴とする請求項８に記
載の窒化物半導体素子。
【請求項１４】
　前記第１の層は、ＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜０．５）からなることを特徴とする請求項
１～１３のいずれか１項に記載の窒化物半導体素子。
【請求項１５】
　前記歪み抑制層は、前記基板と前記動作層との間に複数組形成されていることを特徴と
する請求項１～１４のいずれか１項に記載の窒化物半導体素子。
【請求項１６】
　トランジスタであることを特徴とする請求項１～１５のいずれか１項に記載の窒化物半
導体素子。
【請求項１７】
　前記動作層は、チャネル層を含むことを特徴とする請求項１６に記載の窒化物半導体素
子。
【請求項１８】
　前記チャネル層は、ＧａＮ層であることを特徴とする請求項１７に記載の窒化物半導体
素子。
【請求項１９】
　前記チャネル層の膜厚は、０．５μｍよりも大きく、６μｍよりも小さいことを特徴と
する請求項１７に記載の窒化物半導体素子。
【請求項２０】
　ダイオードであることを特徴とする請求項１～１５のいずれか１項に記載の窒化物半導
体素子。
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